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課徴金減免制度導入後の運用状況 

 

 

課徴金減免制度は，カルテル等の発見・解明を容易にするために，違反事業者が公正

取引委員会に対して自らの違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行えば，一定の

要件の下で課徴金を減免する制度であり，平成１７年独占禁止法改正法により導入され

た。同制度の導入後，平成２８年度末までの運用状況は以下のとおりである。 

 

１ 課徴金減免申請件数 

平成１８年１月の課徴金減免制度の導入から平成２８年度末までにおいて，課徴金

減免制度に基づき，事業者により自らの違反行為に係る事実の報告等が行われた件数

は１，０６２件であった。 

 
＜表１：課徴金減免申請件数＞                        （単位：件） 

年度 １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 
 

累計 

申請 

件数 
２６ ７９ ７４ ８５ ８５ １３１ １４３ １０２ ５０ ６１ １０２ １２４ 

 
１，０６２ 

（注１）平成１７年度においては，課徴金減免制度が導入された平成１８年１月４日から同年３月

末日までの件数。 

（注２）平成２１年独占禁止法改正法（平成２１年法律第５１号）により，平成２２年１月１日か

ら課徴金減免制度が拡充されている（①減免申請者数の拡大：調査開始前と開始後で併せて

５社まで（ただし，調査開始後は最大３社まで）に拡大する。②共同申請：同一企業グルー

プ内の複数の事業者による共同申請を認める。）。 

 

２ 課徴金減免制度の適用件数 

平成１８年１月の課徴金減免制度の導入から平成２８年度末までにおいて，課徴金

減免制度の適用対象となる法的措置件数（注３）は１４５件あったところ，そのうち，

同制度が適用された法的措置件数は約８１％に当たる１１８件であった。また，同制

度が適用された法的措置件数１１８件のうち，事前申請が行われた件数は約７０％に

当たる８３件であった。 

 
＜表２：課徴金減免制度の適用件数＞                     （単位：件） 

年度 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 
 

累計 

課徴金減免制度

の適用対象とな

る法的措置件数 

５ ２０ １１ ２２ １０ １７ ２０ １７ ７ ７ ９  １４５ 

課徴金減免制度

が適用された法

的措置件数 

５ １７ ８ ２１ ７ ９ １９ １２ ４ ７ ９  １１８ 

 
事前申請が

行われた件数 
４ １４ ６ ４ １ ８ １９ １０ ３ ５ ９  ８３ 

（注３）法的措置件数とは，排除措置命令又は課徴金納付命令が行われた事件の件数である。１つ

の事件について，排除措置命令と課徴金納付命令がともに行われた場合，１件としている。 

（注４）当該表の数値は，当委員会がウェブサイト上で公表している情報を基に算出している。 
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３ 課徴金減免制度の適用事業者数 

公正取引委員会は，法運用の透明性等の観点から，課徴金減免制度が適用された

事業者について，課徴金納付命令を行った際に，当委員会のウェブサイトに，当該

事業者の名称，所在地，代表者名及び免除の事実又は減額の率等を公表することと

している（ただし，平成２８年５月３１日以前に課徴金減免の申請を行った事業者

については，当該事業者から公表の申出があった場合に，公表している。）ところ，

平成１８年１月の課徴金減免制度の導入から平成２８年度末までにおいて，延べ 

２９２名（注９の事業者を含む。）の課徴金減免制度の適用事業者について，これら

の事業者の名称，減免の状況等を公表した。そのうち，課徴金の免除の適用を受け

た事業者は８３名，課徴金の５０％減額の適用を受けた事業者は１６名，課徴金の

３０％減額の適用を受けた事業者は１７５名であった。 
 

＜表３：課徴金減免制度の適用事業者数＞                   （単位：名） 

年度 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 
 

累計 

課徴金減免制度

の適用事業者数 
１５ ３８ ２１ ５０ １０ ２７ ４１ ３３ １０ １９ ２８ 

 
２９２ 

 

免除 

（注６） 
４ １４ ６ ４ １ ８ ２０ １０ ３ ５ ８ 

 
８３ 

５０％減額 

（注７） 
０ ２ ２ ０ １ ４ ３ １ ０ １ ２ 

 
１６ 

３０％減額 

（注８） 
１１ １６ １０ ４３ ８ １５ １６ ２２ ７ １２ １５ 

 
１７５ 

その他 

（注９） 
０ ６ ３ ３ ０ ０ ２ ０ ０ １ ３ 

 
１８ 

（注５）当該表の数値は，当委員会がウェブサイト上で公表している情報を基に算出している。 

（注６）調査開始日前の１番目の申請者 

（注７）調査開始日前の２番目の申請者 

（注８）調査開始日前の３～５番目の申請者（平成２１年独占禁止法改正法〔平成２１年法律第 

５１号〕施行前にあっては，調査開始日前の３番目の申請者）及び調査開始日以後の申請者。 

（注９）違反事業者であり，課徴金減免申請を行った者であるが，法第７条の２第１項に規定する

売上額（課徴金の算定の基礎となる売上額）が存在しなかったため，課徴金納付命令の対象

になっていない事業者及び算出された課徴金の額が１００万円未満であったため，法第７条

の２第１項同項ただし書により，課徴金納付命令の対象になっていない事業者。  

  


